
条
時
頼
（
左
近
将
監
、
相
模
守
〉
に
よ
っ
て
―
二
四
七
年
に
地
頭
戦
を
与
え
ら
れ
た
。
南
九
州
の
封
建
時
代
は
実
質
的
に
は
こ
こ
か
ら
始
ま

る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
入
来
文
害
を
無
視
し
て
、
南
九
州
の
中
世
史
を
語
れ
な
い
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
。
問
題
は
そ

の
読
み
方
で
あ
る
。
朝
河
は
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
と
の
比
較
史
の
文
脈
で
読
ん
だ
が
、
こ
の
「
比
較
封
建
制
史
の
視
点
」
こ
そ
が

こ
れ
ま
で
敬
遠
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
事
実
を
よ
り
明
確
に
示
す
た
め
に
、
朝
河
が
用
い
た
欧
文
著
作
を
一
覧
し
て
お
く。

二
0
泄
紀
前
半
の
二
つ
の
大
戦
と
後
半
の
冷
戦
が
終
わ
り
、
ニ
―
世
紀
を
迎
え
、
朝
河
史
学
は
よ
う
や
く
甦
る
契
機
を
得
た
。
グ
ロ
ー

バ
ル
時
代
の
今
日
ほ
ど
諸
国
民
の
相
互
理
解
の
た
め
の
各
国
史
の
必
要
な
時
代
は
な
い
。
古
典
的
な
名
著
が
出
版
以
来
七
六
年
ぶ
り
に
初

め
て
邦
訳
さ
れ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

「T
h
e
D
o
c
目
1
8
t
s
of Iriki
」
(
-
九
二
九
年
〉
は
、
真
に
数
奇
な
著
作
で
あ
る
。

こ
れ
は
わ
が
国
の
西
洋
史
を
含
め
て
史
学
界
全
体
の
歪
み
を
映
す
小
さ
な
鑑
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

海
老
澤
衷
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
惟
宗
忠
久
」
を
読
む

(72)

（

73) 

「朝
河
貰
一
と
日
欧
中
世
史
研
究
」
の
編
者
・
海
老
澤
衷
論
文

「鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
惟
宗
忠
久
朝
河
貰
一
研
究
と
の
関
連
で
」

を
読
ん
で
み
た
。

海
老
澤
氏
日
く
「
矢
吹
晋
氏
は
忠
久
論
を

「陰
画
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
中
世
国
家
成
立
史
全
体
の
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
ポ
ジ

と
ネ
ガ
は
逆
転
し
、
渋
谷
（
入
来
院
）
氏
の
活
躍
は
「
陰
画
」
で
あ
り
、
惟
宗
（
島
津
）
忠
久
の
動
向
こ
そ
が
陽
画
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

海
老
澤
氏
の
よ
う
な
理
解
が
日
本
史
学
界
の
常
識
ら
し
い
。
そ
の
根
拠
は
「
鎌
倉
幕
府
成
立
史
を
究
め
、
い
ま
で
も
そ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の
位
爵
を
失
わ
な
い
石
井
進
著

「
H
本
中
世
国
家
史
の
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
0
年
）
で
は
、
惟
宗
忠
久
の
動
き
が
随
所
で
考
察
さ

れ
、
守
護
お
よ
び
地
頭
研
究
の
一
原
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
東
国
で
は
特
に
「
守
護
」
・
「
地

頭
」
に
関
わ
る
歴
史
事
例
が
乏
し
く
、
錬
倉
幕
府
成
立
期
に
生
き
た
島
津
忠
久
は
全
国
的
に
見
て
も
こ
れ
ら
を
研
究
す
る
貴
重
な
モ
デ
ル

補
節
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表 2-4 朝河貫ーが引用した欧文著作

書名 疇者 邦訳書名

Al柊emeineWirtschaftsgesc如chtedes Kotzschke, Rudolf ケチュケ ールドルフ 『中世国民経済史J
Mitteiaiters, 1924 1924年

Actes de Philippe ler Prou プルー 『フィリップ一世の法典』

Assises de Jerusalem (la cour de bourgeois) rェルサレム法典J（ブルジョア法廷）

Cartu1aire de l'abbaye de St.Pere de Chartre Guerard ゲラール 『サン ＝ペール・ド ・ジャル
トル大修道院台帳J

Charles de 1'abbayede St.Germain-des-P~松s, Pourpardin プルバルダン「サン＝ジェルマン＝デ
＝プレ大修違院文書』

Conrad II's canst., 1037 r〔神聖ロ ーマ帝国〕コンラードニ世の
憲法」1037年

Coutumes de Beauvaisis, 1296 Philippe de フィリッペ・ド・ボーマノワール「ポヴェ
Beaumanoir ジ憤習法書』（塙浩訳あり） 1296年

De ordine pala訊 882 Hincmar ヒンクマル 「王宮の法令（君王の鏡）』
(806-882) 882年

Essai sur 1'origine de 1a noblesse en France Guilhiermoz ギリアモーツ 『フランスにおける貴族

au moyen age の起源J

Frederick II's con fed., 1220 『（神聖ローマ国）フリードリッ ヒニ世
の連邦J1220年

Le grand coutumier de France, 1371-91 d＇肋leiges,Jacques ジャーク・ダプレージュrフランス大慣
習法」1371~91年

Hist. de Bretagne Morice モーリス rブルターニュ史』

la Coutu me de Paris, 1770 Charles du Moulin シャルル・デュ・ムーラン 『パリの慣習法J
1770年

Le Roi de France et 1es mauvaises coutumes OMartm, I 0・マルチン一世「フランス国王と悪習』

Les etablissements de Saint Louis, 1881-86 Viollet, Paul パウロ・ヴィオレー編 『サン ・ルイ法典』
1881-86年

Lib. feud. 『封士の薯』

Ordonnance, Avr. 1667 r—六六七年四月の法令』 1667 年

Ordonnances des rays de France, 1723-1849 『フランス国王の法令』 1723~1849年

砂岬Augustus'slaw of1209 「フィリップニ世のーニ0九年の法令J

Questions d'histoire, 1907 lmbart de la Tour 『歴史の問題』 1907年

Sacramentum fidelium, 858 Sirmond, ed シルモン ト濯t「忠誠の誓約」858年

Somme rural Boutillier, J ehan ブーティリェル 『農村大全』

Speculum Juris G.Durandus (1237 
~1296) 

G・fゥランドゥス r法の鉗』

Summa de 1egibus Normannie Tardif, Ernest ァーネスト ・タルディフ編 『ノルマン
Joseph ディ人の法律大全J

the Coutumes gen des trois bai11iages… Bonvalet, Parisot パリゾー・ボンバレ「三大法官裁判管区』

Tri!s ancien coutum ier de Norman die r.Iルマンディの非常に古い慣習法J

V咆ate Lehman, ed レーマン編 『民衆ラテン語訳聖書』
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G74
)
 

と
な
っ
て
い
る
」
由
で
あ
る
。

海
老
澤
論
文
は
「
は
じ
め
に
、
一
惟
宗
忠
久
の
前
半
生
に
お
け
る
謎
と
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
活
動
、
二

「吾
妻
鏡
」
に
登
場
す
る
島
津

忠
久
、
三
惟
宗
忠
久
を
め
ぐ
る
社
会
構
造
か
ら
の
研
究
、
四
惟
宗
忠
久
の
出
生
を
め
ぐ
る
研
究
の
流
れ
、
五

「島
津
忠
久
の
生
ひ
立
ち
」

の
構
成
と
朝
河
に
よ
る
忠
久
出
生
伝
説
の
四
階
梯
、
お
わ
り
に
」
の
五
節
か
ら
な
る
。
海
老
澤
の
問
題
意
識
は
「
お
わ
り
に
」
(
-
六
五
＄

一
六
六
頁
）
で
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
読
ん
で
み
よ
う
。
要
約
す
る
と
、
次
の
四
カ
条
に
な
る
。

①
惟
宗
忠
久
は
「
文
治
・
建
久
期
の

「
地
頭
」
・
「
守
護
」
・

「図
田
帳
」
に
つ
い
て
、
自
己
の
持
ち
場
で
懸
命
に
そ
の
あ
り
方
を
追
求

し
、
〔
中
略
〕
幕
府
中
枢
部
に
受
け
入
れ
ら
れ
」
た
。
②
朝
河
は
「
「
島
津
忠
久
」
の
出
自
に
世
界
的
に
見
て
も
希
有
な
伝
承
体
系
を
見
出

し
、
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
南
雄
藩
に
対
す
る
個
人
的
感
情
や
「
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
っ

た
初
期
的
実
証
主
義
は
克
服
さ
れ
て
」
い
た
。
③
朝
河
の
「
関
心
事
は
、
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
事
実
の
上
に
構
築
さ
れ
、
長
い
時
代
の
中

で
ど
の
よ
う
に
有
効
性
を
保
ち
、
取
捨
選
択
さ
れ
て
い
く
か
で
あ
る
。
執
筆
過
程
で
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の

「王
の
奇
蹟
」
が
意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
④
朝
河
は
「
日
本
の
「
文
明
閉
化
」
や
「
近
代
化
」
の
裏
に
潜
む
特
異
な
系
諾

意
識
に
関
心
を
持
っ
た
〔
中
略
〕
そ
の
論
旨
構
築
の
方
法
自
体
が
〔
一
九
三
0
年
代
の
日
本
史
学
界
で
は
〕
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
」
。
海
老

澤
論
文
は
、
若
き
史
学
徒
と
し
て
朝
河
論
文
を
知
り
、
晩
年
に
朝
河
の
挙
げ
た
史
料
を
一
っ
―
つ
読
み
直
し
た
末
に
た
ど
り
つ
い
た
結
論

を
ま
と
め
た
文
章
で
あ
り
、
歴
史
家
・
海
老
澤
の
総
括
と
い
っ
た
匂
い
が
し
て
印
象
深
い
。
歴
史
学
の
門
外
漢
と
し
て
朝
河
を
読
ん
で
き

た
私
の
印
象
は
、
相
当
に
異
な
る
の
で
そ
の
違
い
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
朝
河
は
こ
の
忠
久
論
（
「
島
津
息
久
の
生
い
立
ち
」
矢
吹
緩
訳

「朝
河
貫
一
比
較
封
建
制
論
集
」
所
収
）
を
「
書
き
た
く
て
書
い
た
」

の
で
は
な
い
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
低
等
批
評
の
一
例
」
と
し
て
、
本
文
中
で
は
「
低
等
批
評
の
一
演
習
」
と
も
名
づ
け
て
い
る
。
禁
欲

的
な
朝
河
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
小
品
は
、
も
し
書
か
な
い
で
済
む
な
ら
ば
書
き
た
く
な
か
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
事
実
朝
河
は

一
九
三
九
年
に
自
ら
の
二
七
論
文
を
自
選
し
た
目
録
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
リ
ス
ト
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
リ
ス
ト
作
成

の
意
図
を
彼
は
リ
ス
ト
の
説
明
書
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
書
評
・
抄
録
類
は
通
俗
的
な
論
文
同
様
に
含
め
な
い
。
ま
た
編
集
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第2章 日本史の封建制は源頼朝に始まる

に
協
力
し
た
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
研
究
の
責
任
者
と
し
て
ア
サ
カ
ワ
の
名
が
付
し
て
あ
る
も
の
も
含
め
な
い
」
と
。
独
創
的
な
論
点

を
含
ま
な
い
も
の
を
彼
は
挙
げ
な
か

っ
た
が、

「島
津
忠
久
の
生
い
立
ち
」
は、

独
創
と
い
う
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
リ
ス
ト

か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
九
年
と
い
う
の
は
、
朝
河
か
ら
見
て
ど
ん
な
年
で
あ
っ

た
か
0

Io月
八
日
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
自
殺
を
予

言
し
、
同
二
二
日
に
は
日
本
の
東
亜
新
秩
序
論
の
狂
騒
を
批
判
し
た
手
紙
を
親
友
の
村
田
勅
に
送
っ
て
お
り
、
ま
た

一
九
二
六
年
以
後
の

日
記
を
整
理
し
た
経
緯
と
あ
わ
せ
て
推
澗
す
る
と
、
日
米
開
戦
を
予
想
し
て
身
辺
を
整
理
し
た
可
能
性
さ
え
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
時
期
に
朝
河
は
自
ら
の
学
術
研
究
と
し
て
後
世
に
残
す
リ
ス
ト
を
作
成
し
な
が
ら
、
そ
の

「リ
ス
ト
に
加
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」

が
、
と
自
省
し
つ
つ
、
力
を
込
め
て
書
い
た
も
の
が
「
島
津
忠
久
の
生
い
立
ち
」
で
あ
る
。

私
が
入
来
文
書
を

「
陽
画
」
と
呼
び、

忠
久

の
生
い
立
ち
を
「
陰
画
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
れ
を
直
接
的
理
由
と
す
る
が
、
同
時
に
、
入
来
文
書
と
島
津
家
文
書
も
、
陽
画
と
陰
画
の
関

(75
)
 

係
に
あ
る
。
こ
こ
に
朝
河
史
学
の
革
命
的
意
義
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

図
版
2
|
l
（
上
図
）
は
、

「史
苑
」
第
―
二
巻
第
四
号
掲
載
の
論
文
「
島
津
忠
久
の
生
い
立
ち
」
の
伏
字
を
朝
河
自
身
が
起
こ
し
た
例

(76
)
 

で
あ
る
。
朝
河
の
こ
の
伏
字
起
こ
し
を

「朝
河
貰
一
と
そ
の
時
代
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
。

、
、
、
、

朝
河
が
島
津
家
文
書
に
含
ま
れ
る

「薩
藩
旧
記
」
か
ら
入
来
文
書
の
存
在
に
気
づ
い
た
こ
と
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
が
、
島
津
家
文

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

書
の
史
料
的
価
値
は
入
来
文
書
に
及
ば
な
い
と
み
る
の
が
朝
河
史
学
の
核
心
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

(77) 

と
い
う
の
は
、
島
津
家
文
書
は
東
京
大
学
が
誇
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
国
宝
級
史
料
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
入
来
文
書
は
最
後
に
は
島
津
藩

に
吸
収
さ
れ
た
相
対
的
に
小
さ
な
一
族
の
史
料
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
た
だ
ち
に
予
想
さ
れ
る
。
質
量
か
ら
見
て、

入
来
文
書
は
島
津
家
文
書
の
付
録
に
す
ぎ
な
い
、
と
み
る
の
が
日
本
史
学
界
の
常
識
と
さ
れ
て
い
る。

(78) 

朝
河
の

「ゴ
1e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
f
 Iriki」
を
真
に
読
ん
だ
読
者
に
は
、
島
津
家
文
書
か
ら
は
と
う
て
い
見
え
な
い
歴
史
の
真
実
が
入
来

文
書
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
は
ず
だ
朝
河
は
こ
う
自
負
し
て

「T
h
e
D
o
c
u
m
g
t
s
 of I
r
i
kiJ

を
書
い
た。

し
か
し
な
が
ら
、
朝
河
の
自
負
は
冷
水
で
迎
え
ら
れ
た
。

(79〉

海
老
澤
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
松
下
重
資

「島
津
創
業
史
」
の
忠
久
論
は
、
朝
河
か
ら
見
て
二
重
、
三
重
に
誤
謬
の
拡
大
再
生
産
で
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買はんとする事であらねばならぬ」

出所：矢吹著『朝河貫ーとその時代」第 5章「島

津忠久の生い立ち--f犬字復元のこと」
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第2章 日本史の封建制は源頼朝に始まる

念
包

あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
朝
河
は
島
津
久
光
が
重
野
安
繹
に
命
じ
て
調
べ
さ
せ
、
根
拠
を
発
見
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訂
正
を
怠
る

「島

津
国
誌
」

へ
の
不
満
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
以
仁
王
伝
説
を
加
え
て
、
皇
室
と
の
関
係
を
偽
造
し
よ
う
と
す
る
偽
史
造
り
が
日
本
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
何
を
も
た
ら
す
か
、
こ
の
差
し
迫
る
事
態
を
い
よ
い
よ
危
惧
し
て
、
朝
河
は

「島
津
忠
久
の
生
い
立
ち
」
を
執
筆
し
た
。

朝
河
の
み
る
と
こ
ろ
、
三
上
参
次
が
巻
き
込
ま
れ
た
正
閏
問
題
に
同
情
し
て
き
た
朝
河
は
、
島
津
藩
史
の
偽
史
作
り
が
皇
国
史
観
に
流
れ

(81
)
 

る
日
本
社
会
の
風
潮
を
加
速
す
る
恐
れ
を
容
認
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

海
老
澤
は
「
世
界
的
に
見
て
も
希
有
な
伝
承
体
系
」
と
、
朝
河
の
風
刺
を
真
面
目
に
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
甘
す
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
。
四
0
0
字
詰
め
約
二
互
0
枚
の
長
い
批
評
に
な
っ
た
の
は
、
偽
史
が
鎌
倉
幕
府
に
始
ま
り
、
明
治
維
新
以
後
も
続
い
た

た
め
で
あ
り
、
そ
の
完
膚
な
き
批
判
に
は
、
一
っ
―
つ
偽
史
の
偽
史
た
る
ゆ
え
ん
を
指
摘
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

私
の
評
価
は
「
陰
画
に
す
ぎ
な
い
」
の
一
言
に
尽
き
る
。
忠
久
を
頼
朝
の
落
胤
と
す
る
説
の
流
布
を
必
要
と
し
た
の
は
、
忠
久
が
元
来
「
帰

化
系
の
家
柄
」
で
近
衛
家
の
警
護
を
担
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
頼
朝
の
「
敵
対
勢
力
側
に
い
た
人
物
」
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
忠
久
は
そ
の
経
歴
と
識
業
の
ゆ
え
に
国
際
情
勢
の
分
析
と
権
力
闘
争
あ
る
い
は
権
力
の
所
在
に
は
敏
感
で
あ
っ
た
。

東
国
の
鎌
倉
に
幕
府
が
樹
立
さ
れ
、
こ
の
権
力
が
京
都
の
公
家
努
力
を
呑
み
込
む
の
も
時
間
の
問
題
と
見
破
っ
た
忠
久
は
、
頼
朝
の
権
力

と
和
解
す
る
道
を
模
索
し
始
め
る
。
た
だ
し
、
現
実
の
幕
府
と
公
家
茄
力
と
の
権
力
闘
争
は
、
当
初
誰
に
も
そ
の
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
後

鳥
羽
上
皇
は
幕
府
打
倒
に
決
起
し
た
が
失
敗
し
て
―
ニ
ニ
―
年
隠
岐
島
に
流
さ
れ
た
。
院
政
下
の
庄
研
究
に
光
を
当
て
た
朝
河
の
庄
研
究

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
牛
原
庄
に
始
ま
り
水
無
瀬
庄
を
も
っ
て
終
わ
る
。
こ
こ
で
後
鳥
羽
上
皇
の
配
流
と
水
無
瀬
庄
の
終
焉
1
1

庄
の
封
土
化
は
経
済
的
現
実

が
政
治
的
帰
結
を
導
い
た
史
実
を
象
徴
し
て
い
る
。

幕
府
創
設
の
一
一
八
五
年
か
ら
―
ニ
ニ
―
年
隠
岐
島
配
流
ま
で
わ
ず
か
一
二
六
年
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
間
の
権
力
交
代
期
に
あ
っ
て
、

、
、
、
、
、

忠
久
側
は
頼
朝
と
の
接
点
を
必
死
に
求
め
た
。
そ
の
苦
闘
の
成
果
が
頼
朝
落
胤
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
入
来
院
側
は
相
模
国
か
ら

薩
摩
に
下
向
し
た
時
点
か
ら
す
で
に
幕
府
の
御
家
人
で
あ
る
こ
と
は
天
下
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。

朝
河
は
忠
久
の
横
顔
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
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忠
久
は
自
他
の
称
し
た
通
り
惟
宗
氏
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
に
忠
の
字
が
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
父
母
に
つ
い
て
は
徴
す

べ
き
確
証
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
生
れ
た
の
は
一
―
六
五
年
よ
り
や
や
前
で
あ
ろ
う
。
多
分
も
と
は
純
粋
の
京
紳
で
、
若
い
時
か
ら

藤
原
氏
殊
に
近
衛
家
の
所
従
で
あ
っ
て
、
そ
の
恩
顧
に
よ
っ
て
兵
衛
、
衛
門
の
尉
と
な
り
、
検
非
違
使
と
な
り
、
一
時
は
賀
茂
祭
主

は
り
亥
の
じ
ょ
う

し

ょ

う

し

活

を
勧
め
、
或
い
は
何
時
か
は
播
磨
掠
と
な
っ
た
時
も
あ
ろ
う
。
ま
た
近
衛
を
仰
ぐ
こ
と
か
ら
島
津
庄
に
重
要
な
庄
載
を
宛
て
行
わ
れ
、

そ
の
他
に
も
同
家
及
び
他
の
高
家
か
ら
他
の
庄
職
を
得
た
ろ
う
。
少
な
く
も
一
―
八
0
年
ま
で
、
ま
た
は
更
に
数
年
後
在
京
し、

然

る
後
あ
る
年
か
ら
あ
る
有
力
の
所
縁
に
よ
っ
て
頼
朝
の
御
家
人
と
な
っ
た
。

（矢
吹
訳
「
朝
河
貫
一
比
較
封
建
制
論
集
」、
四
三
七
頁
）

忠
久
が
こ
の
よ
う
な
生
い
立
ち
を
も
つ
武
士
な
ら
ば
、
鎌
倉
か
ら
み
る
と
、
彼
は
二
つ
の
意
味
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
人
材

に
な
る
。
―
つ
は
摂
関
政
治
を
担
う
近
衛
家
を
通
じ
て
公
家
功
力
の
動
向
を
つ
か
む
役
割
を
担
う
。
も
う
―
つ
は
、
近
衛
家
の
財
政
を
支

え
る
島
津
庄
の
管
理
人
と
し
て
、
九
州
全
体
に
お
け
る
幕
府
権
力
と
旧
権
力
と
の
決
戦
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
可
能
性
が

大
き
い
。
こ
う
し
て
鎌
倉
側
の
取
り
込
み
思
惑
は
忠
久
の
旧
政
権
危
機
意
識
と
重
な
る
。

鎌
倉
東
国
政
権
が
全
国
政
権
に
成
長
す
る
た
め
に
は
、
忠
久
の
協
力
は
必
須
で
あ
り
、
忠
久
は
こ
の
期
待
に
応
え
た
。
海
老
澤
の
い
う

「
前
半
生
に
お
け
る
謎
」
が
消
え
て
次
第
に

「吾
妻
鋭
」
で
存
在
を
大
き
く
す
る
背
景
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
は
な
い
か
。

一
言
で
い
え
ば
、
忠
久
落
胤
伝
説
は
必
要
性
が
あ
っ
て
創
作
さ
れ
、
そ
れ
は
明
治
維
新
ま
で
続
い
た
。
こ
れ
が
―
つ
。
た
だ
し
、
忠
久

1
1

島
津
藩
は
、
古
代
日
本
を
中
世
日
本
に
転
換
さ
せ
る
歴
史
に
お
い
て
は
、
脇
役
を
担
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
主
役
の
座
は
頼
朝
で
あ
り
、

頼
朝
を
直
接
支
え
た
御
家
人
た
ち
、
た
と
え
ば
地
頭
入
来
院
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
私
が
入
来
文
書
を
「
陽
画
」
と
見
立
て
、
島
津
忠
久

の
活
動
を
「
陰
画
」
と
見
立
て
る
の
は
、
以
上
の
経
緯
を
説
明
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

神
奈
川
県
大
和
市
の
高
座
「
渋
谷
」
は
、
中
世
の
「
渋
谷
庄
」
の
名
残
り
で
あ
る
。
そ
の
渋
谷
一
族
の
う
ち
、
相
模
渋
谷
氏
は
―
二
四

七
年
に
薩
底
国
入
来
に
地
頭
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
渋
谷
氏
の
上
野
、
伊
功
、
美
作
な
ど
の
領
地
は
そ
の
後
他
人
の
手
に
渡
っ
た
が
、
薩

摩
に
は
、
そ
の
倍
以
上
の
領
地
が
戦
国
合
戦
の
恩
賞
（
恩
給
b
e
n
e
f
i
c
e
)

と
し
て
与
え
ら
れ
た
。

一
時
は
島
津
を
恐
れ
さ
せ
る
努
力
を
誇
示
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し
た
が
、
や
が
て
島
津
の
軍
門
に
降
り
、
明
治
維
新
を
迎
え
た
。

こ
の
武
家
屋
敷
に
残
さ
れ
た
入
来
文
書
は
、
武
士
社
会
の
誕
生
か
ら
終
焉
ま
で
の
細
密
画
が
描
か
れ
た
宝
庫
で
あ
る
。
朝
河
が
人
来
文

書
の
学
術
的
価
値
を
発
見
し
、
国
際
的
名
声
を
得
た
が
、
や
が
て
忘
れ
ら
れ
た
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

0
日
本
の
庄
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ナ
ー
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
庄
は
古
代
的
な
も
の
だ
が
、
そ
の
土
地
が
封
土
化

し
て
、
日
本
の
封
建
時
代
が
生
ま
れ
た
。
封
土
化
し
た
新
型
庄
こ
そ
が
マ
ナ
ー
と
対
比
で
き
る
の
で
あ
り
、
庄
一
般
を
マ
ナ
ー
に
比
定
す

(82) 

る
の
は
、
古
代
と
中
泄
を
混
同
し
た
時
代
錯
誤
だ
。

茫

R
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ナ
ー
に
は
農
女
が
い
た
が
、
日
本
に
は
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
小
作
人
あ
る
い
は
下
人
、
所
従
な
ど
と
呼
ば
れ
た

農
民
は
、
土
地
を
所
有
す
る
領
主
あ
る
い
は
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
耕
作
し、

地
代
と
し
て
年
貢
を
収
め
た
。
こ
こ
に
は
経
済
外
的
強

制
は
な
く
、
小
作
人
た
ち
は
自
ら
の
意
志
で
巧
み
に
水
田
を
耕
し
た
。
こ
の
自
主
性
、
主
休
性
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
と
大
き
く
異
な
る
。

R
ョ
ー
ロ

ッ
パ
の
一
二
圃
制
農
業
と
、
日
本
の
水
稲
耕
作
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
水
稲
耕
作
は
水
が
肥
料
を
も
た
ら
し
、
土
壌
を
保

護
す
る
の
で
、
連
作
が
可
能
で
あ
っ
た
。
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
連
作
し
て
も
、
連
作
障
害
は
生
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
乾
地
畑
作
農
業

(
d
r
y
f
a
r
m
i
n
g
)

は
連
作
に
限
界
が
あ
る
。
地
力
を
養
う
た
め
に
、

し
ば
し
ば
休
開
地
を
必
要
と
し
た
。
食
用
の
冬

麦
と
飼
料
用
の
春
麦
の
輪
作
か
ら
な
る
制
度
が
完
成
し
た
あ
と
で
も
、
地
力
回
復
の
た
め
に
休
耕
・
放
牧
に
よ
る
畜
糞
の
供
給
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
に
と
っ
て
「
土
地
の
割
替
え
」
は
た
い
へ
ん
大
き
な
仕
事
で
あ
り
、
領
主
が
そ
の
役
割
を
担
い
、
農
民

に
耕
地
割
当
て
を
強
制
し
た
。
農
民
の
大
部
分
は
ま
た
領
主
農
場
に
お
い
て
、
領
主
の
直
接
指
揮
の
も
と
で
農
耕
に
従
事
し
、
い
さ
さ
か

の
自
主
権
も
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
農
奴
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
農
民
は
小
作
地
を
借
り
受
け
て
、
自
ら
の
経
営
判
断
で
あ
た

か
も
自
作
農
の
ご
と
く
働
い
た
。
日
本
で
は
領
主
の
直
営
地
で
働
く
農
民
の
比
率
は
限
ら
れ
て
お
り
、
人
格
的
に
従
属
す
る
関
係
に
は
な

か
っ
た
。
要
す
る
に
、
三
圃
制
の
耕
地
割
替
え
と
直
営
農
場
で
の
労
働
を
主
体
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
が
農
奴
的
身
分
に
陥
る
ほ
か

な
い
の
に
対
し
て
、
定
め
ら
れ
た
小
作
料
を
支
払
っ
た
あ
と
は
、
余
分
の
収
穫
を
自
ら
の
も
の
と
で
き
る
日
本
の
農
民
は
、
マ
ナ
ー
の
農
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奴
と
比
べ
て
は
る
か
に
自
由
を
謳
歌
し
て
い
た
。
こ
の
実
像
を
唯
物
史
観
学
派
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
。

0
武
士
階
級
の
内
部
を
み
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
封
建
契
約
で
は
領
主
と
臣
下
が
対
等
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
大
名
と
御
家
人
の
関

係
で
、
後
者
の
立
場
が
弱
い
。
代
表
的
な
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
戦
国
時
代
が
長
く
続
き
、
領
主
と
家
臣
の
関
係
は
と
き
に
は
家
臣
の
立
場

が
強
い
局
面
さ
え
少
な
く
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
長
引
く
戦
争
で
は
、
強
い
家
臣
を
ど
れ
だ
け
臣
下
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
勝
敗
を

決
し
た
。
そ
こ
で
強
い
騎
士
は
、
強
い
立
場
で
領
主
と
交
渉
し
て
、
そ
の
立
場
を
強
め
た
。
で
は
日
本
は
ど
う
か
。
朝
河
は
日
本
で
は

御
家
人
の
立
場
が
弱
く、

領
主
（
大
名
）
の
立
場
が
強
い
こ
と
に
つ
い
て
二
つ

の
理
由
を
挙
げ
て
い
る。

戦
国
時
代
が
短
か
っ
た
た
め
に
、

武
力
に
優
れ
た
家
臣
が
そ
の
立
場
を
強
め
る
間
も
な
く
、
信
長
・
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
加
え
て
日
本
で
は
、
大

化
改
新
以
来
、
中
国
の
集
権
的
政
府

（大
一
統
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
け
入
れ
て
き
た
の
で
、
大
名
と
御
家
人
が
平
等
で
あ
る
と
す
る

観
念
が
育
ち
に
く
か
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

R
総
じ
て
朝
河
の
日
本
封
建
制
論
の
際
立

っ
た
特
徴
は
、
水
稲
耕
作
の
も
つ
意
味
を
徹
底
的
に
考
え
抜
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
着
目
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
、
直
接
的
生
産
者
す
な
わ
ち
農
民
の
地
位
が
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
は
る
か
に
高
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ず

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ば
り
言
え
ば
、
日
本
の
小
作
農
は
農
奴
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
そ
の
水
田
の
経
営
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
日
本
の

農
民
の
社
会
的
地
位
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
と
比
べ
て
は
る
か
に
高
か
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
史
家
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
事
情
に
疎
い

た
め
に
、
農
奴
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
よ
り
も
、
日
本
の
農
民
は
も
っ
と
奴
隷
的
だ
と
す
る
間
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
続
け
た
。
封

建
的
と
い
う
形
容
旬
は
こ
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
日
本
の
朝
河
研
究
は
、
そ
の
最
も
基
本
的
部
分
で
封
建
制

(f
e
u
d
a
l
i
s
m
)

理
解
を
、
二
重
、

三
重
に
間
違
え
て
、
人
々
を
滉
乱
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
混
乱
を
克
服
す
べ
き
時
期
に
な
っ

て、

現
在
も
う
―
つ
の
過
ち
が
繰
り
返
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
封
建
制
」
の
三
文
字
を
日
本
史
か
ら
追
放
す
る
「
新
た
な
逆
流
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
盟
の
水
と

一
緒
に
赤
子

を
流
し
て
し
ま
う
に
似
た
暴
挙
で
あ
ろ
う
。
日
本
史
を
西
欧
史
と
比
較
す
る
決
定
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
日
本
史
解
釈

の
独
善
化
、
孤
立
化
を
よ
り
深
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
封
土
と
い
う
共
通
の
モ
ノ
サ
シ
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
日
欧
の
歴
史
対
話
は
ま
す

ま
す
混
迷
に
陥
る
は
ず
だ
。
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な
ぜ
入
来
文
書
を
陽
画
と
呼
ぶ
の
か
海
老
澤
氏
に
答
え
る

入
来
院
家
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
入
来
文
書
を
発
見
し
て
、
朝
河
が

「ゴ
1e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 of I
r
i
kiJ

を
出
版
し
た
の
は
、
一
九
二
九
年
だ
が
、

そ
の
前
後
か
ら
、
朝
河
伝
説
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝
河
の
入
来
訪
問
が
わ
ず
か
一
週
間
な
の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
大
部

の
史
料
を
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
謎
で
あ
る
。
い
く
ら
天
才
で
も
、
そ
ん
な
離
れ
業
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
い

や
、
書
き
写
し
て
い
る
姿
を
見
た
と
い
う
目
撃
証
人
が
い
る
。
現
代
の
よ
う
に
ス
キ
ャ
ナ
ー
や
デ
ジ
カ
メ
と
い
う
新
兵
器
が
あ
れ
ば
、
転

写
は
容
易
だ
が
、
当
時
、
朝
河
は
カ
メ
ラ
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
。
で
は
な
ぜ
、
筆
写
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。

実
は
答
え
は
簡
単
だ
。
朝
河
は
入
来
町
を
訪
れ
て
、
入
来
文
書
の
現
物
に
触
れ
る
前
に
、
そ
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
い
た
の

だ
。
こ
う
書
く
と
、
も
う
―
つ
の
伝
説
を
作
る
つ
も
り
か
と
非
難
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
実
は
入
来
文
書
の
う
ち
当
事
者
が
重
要
だ
と
判
断

し
た
文
書
の
か
な
り
の
部
分
は
、

「薩
藩
旧
記
」
に
転
写
さ
れ
て
お
り
、
朝
河
は
そ
れ
を
東
京
大
学
の
史
料
編
纂
所
で
す
で
に
読
ん
で
い

た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
朝
河
が
熱
心
に
書
き
写
し
た
の
は
、

「薩
藩
旧
記
」
に
未
収
録
の
文
書
群
に
限
ら
れ
る
。

で
は
、
朝
河
が
人
来
を
訪
問
中
、
初
め
て
読
ん
だ
文
書
は
、
ど
の
程
度
か
。
少
し
く
乱
暴
な
数
え
方
を
し
て
み
よ
う
。
朝
河
の
編
集
し

た

「T
h
e
D
o
c
u
m
g
t
s
 o
f
 Iriki」
に
は
、
二
五
三
篇
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

「薩
藩
旧
記
」
な
ど
、
朝
河
が
東
京
大

学
や
東
大
寺
百
合
文
書
で
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
概
算
で
約
四
割
で
あ
る
。

朝
河
が
短
い
滞
在
の
間
、
必
死
に
な
っ
て

書
き
写
し
た
文
書
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
分
量
な
ら
ば
、
一
週
間
で
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
こ
こ
に
も
う
―
つ
の
秘
密
が
あ
る
。
古
文
書
は
活
字
本
と
は
異
な
る
の
で
、
内
容
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
は
書
き
写
せ
な
い
。

朝
河
は
一
読
し
て
、
ほ
と
ん
ど
内
容
を
理
解
で
き
た
事
実
が
重
要
だ
。
な
ぜ
理
解
で
き
た
の
か
。
「薩
藩
旧
記
」
か
ら
、
そ
の
概
要
を
知
っ

て
い
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
寺
尾
家
初
代
重
経
の
「
譲
状
」
に
関
わ
る
文
書
は
一
五
通
程
度
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

0
「
将
軍
家
政
所
下
文

案
」
（
第
三
四
号
文
書
）、

0
「
関
東
下
知
状
」
（
第
三
五
号
文
書）
‘
R
「
関
東
裁
許
状
」
（
第
四
一
号
文
書
）
は
、
「薩
藩
旧
記
」
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
。
「
政
所
下
文
案
」
は
執
権
北
条
時
宗
の
花
押
入
り
の
文
書
で
、
寺
尾
重
通
に
対
し
て
寺
尾
村
の
地
頭
職
な
ど
、
父
親
重
経
の

領
地
の
相
続
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
こ
れ
以
上
に
権
威
を
も
つ
文
書
は
な
い
。
「
関
東
下
知
状
」
は
「
政
所
下
文
」
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よ
り
は
簡
素
化
さ
れ
た
形
式
だ
が
、
祖
父
重
経
の
領
地
を
孫
娘
竹
鶴
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
を

「鎌
倉
殿
」
（将
軍
）
が
認
め
た
こ
と
を
執

権
北
条
時
宗
が
確
認
し
た
文
書
で
あ
る
。
「
関
東
裁
許
状
」
は
重
経
の
後
家
で
あ
る
尼
妙
蓮
ら
と
先
妻
の
子
与

一
（為
重
、

本
名
重
貝
）
と

の
相
続
争
い
に
対
し
て
、
執
権
北
条
時
宗
が
認
め
た
文
書
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
錢
倉
幕
府
か
ら
届
く
「
下
文
」
「
下
知
状
」
「
裁
許
状
」

な
ど
は
、
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
文
書
で
あ
り
、
朝
河
が
研
究
を

始
め
た
と
き
に
は
、
す
で
に

「薩
藩
旧
記
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
朝
河
は
そ
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
た
。

朝
河
が
入
来
で
「
発
見
し
た
」
の
は
、
こ
れ
ら
の
決
裁
文
書
が
幕
府
か
ら
届
く
に
至
る

「
前
段
階
で
の
ト
ラ
ブ
ル
状
況
」
と
「
事
後
の

成
り
行
き
」
を
理
解
す
る
た
め
の
一
族
内
部
の
私
的
文
書
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
政
所
下
文
案
」
の
背
棗
と
し
て
、
重
経
が
先
妻
の

子
与
一
を
拗
当
し
た

0
「
拗
当
状」

（第
二
六
号
文
書
）
、
〇
重
経
の
後
妻
妙
蓮
（
第
二
九
号
文
書
）、
妙
蓮
の
子
重
通
へ
の
譲
状
（
第
二
八
号

文
書
）
、
そ
し
て
孫
娘
竹
鶴
（
第
三
0
号
文
書
）
宛
て
に
書
い
て
い
た
譲
状
が
続
く
。
こ
れ
ら
の
「
励
当
状
」
「
譲
状
」
を
追
認
・
公
認
す
る

た
め
に
、
R
執
権
時
宗
が
「
下
文
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
天
皇
の
綸
旨
や
幕
府
の
決
済
文
書
が
利
害
当
事
者
に
と
っ
て
依
拠
す
べ
き
準

則
に
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
可
能
な
限
り
大
切
に
保
存
さ
れ
る
。
こ
れ
は
常
識
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
綸
旨
や
下
文

と
い
う
拮
論
の
歴
史
的
意
味
は
、
そ
の
指
示
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
一
族
の
内
紛
を
知
っ

て
初
め
て
理
解
で
き
る
。
朝
河
の
比
較
法
制

「
史
」
は
、
そ
の
部
分
の
解
読
が
カ
ナ
メ
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
家
・
朝
河
の
視
線
は
、
そ
の
よ
う
な
公
的
文
書
が
発
出
さ
れ

る
に
至
っ
た
私
的
事
情
を
事
実
に
即
し
て
追
求
す
る
。
裁
判
な
ら
ば
、
原
告
が
あ
り
、
被
告
が
い
て
、
判
決
に
至
る
。
常
識
的
に
は
判
決

文
が
す
べ
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
判
決
文
を
研
究
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
朝

河
の
歴
史
家
と
し
て
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
判
例
解
読
を
も
っ
て
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
ら
が
な
し
か
書
け
な
い
訴
え
手
の

、
、
、

主
張
に
耳
を
傾
け
、
論
駁
す
る
側
の
主
張
も
細
か
く
分
析
し
、
最
後
に
判
決
の
歴
史
的
意
味
を
考
察
す
る
と
い
う
周
到
な
手
続
き
を
踏
ん

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
、
鎌
倉
時
代
の
武
士
家
族
の
人
間
模
様
、
権
利
関
係
の
細
部
を
描
い
た
こ
と
で
あ
る
。

島
津
家
文
書
は
量
的
に
は
膨
大
だ
が
、
こ
れ
を

実
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
切
断
さ
れ
た
細
密
画
を
二
枚
与
え
ら
れ
て
も
、
両
者
を
結
ぶ
こ
と
は
不
可
能
だ
と
朝
河
は
強
調
し
て

い
る
。
こ
れ
が
島
津
家
文
書
に
対
す
る
朝
河
の
評
価
で
あ
る
。
天
皇
綸
旨
や
関
東

（慈府）

下
知
状
の
内
容
は
十
分
に
知
り
尽
く
し
な
が
ら
、
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、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
背
景
を
示
す
文
書
を
朝
河
は
渉
猟
し
、

語
で
あ
る
。

つ
い
に
人
来
文
書
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
れ
が
朝
河
に
よ
る
入
来
院
フ
ァ
ミ
リ
ー
発
見
の
物

(84) 

壬
正
統
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
<
の
限
界
か
近
藤
成
こ
躙
文
を
読
む

(85) 

近
藤
成
一
「
朝
河
貫
一
と
日
本
の
歴
史
学
界
」
を
読
ん
で
深
い
失
望
を
禁
じ
え
な
い
。
朝
河
と
黒
板
勝
美
と
の
論
争
を
紹
介
し
、
そ
の

論
点
を
整
理
し
た
「
三
封
建
制
の
起
源
と
荘
園
の
起
源
」
の
紹
介
は
的
確
で
あ
り
、
さ
す
が
に
専
門
家
の
分
析
だ
。
ま
た
朝
河
が
強
調
し

た
載

(s起
i
k
i)

の
紹
介
も
要
点
を
抑
え
た
も
の
と
評
し
て
よ
い
。
だ
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
、
と
は
腑
に
落
ち
な
い
。
初
期
の
論
文
で
、
黒

板
の
理
解
を
は
る
か
に
超
え
る
斬
新
な
封
土
論
を
提
起
し
た
朝
河
は
、
そ
の
後
、

「T
h
e
D
o
g
m
e
n
t
s
 of Iriki
」
で
論
点
を
整
理
し
、
さ

ら
に
そ
の
後
も
「
封
建
制
の
性
質
」
に
つ
い
て
思
索
を
続
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
河
の
封
建
制
論
は
そ
の
後
、
ど
う
発
展
し
た
の
か
、

そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
を
専
攻
す
る
歴
史
家
の
当
然
の
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

朝
河
の
「
封
建
制
の
起
源
と
荘
園
の
起
源
」
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
一
四
ー
一
五
年
で
あ
り
、
い
わ
ば
初
期
朝
河
の
成
果
で
あ
る
。
マ

ナ
ー
と
庄
の
異
同
に
つ
い
て
よ
う
や
く
朝
河
な
り
の
一
つ
の
結
論
を
得
た
時
期
の
作
品
だ
。
そ
の
後
、
朝
河
は
日
欧
封
建
制
の
比
較
研
究

に
没
頭
し
、
一
九
二
九
年
に

「T
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 of IrikiJ
を
公
刊
し
、
一
九
三
一
年
に
セ
lJ
グ
マ
ン
編

「社
会
科
学
百
科
辞
典
」
に
「
日

本
封
建
制
」
を
執
筆
し
た
。
朝
河
の
比
較
封
建
制
研
究
を
見
て
く
る
と
、
朝
河
史
学
は
、

コ
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
f
 IrikiJ

を
経
て
、
飛
躍

、
、
、
、
、
、
、

的
に
内
容
が
充
実
し
た
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
近
藤
が
朝
河
史
学
の
初
心
に
取
り
組
む
の
は
歓
迎
す
る
が
、
そ
の
後
十
数
年
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

研
鑽
を
経
て
、
飛
躍
的
に
豊
か
に
な
っ
た
朝
河
史
学
に
取
り
組
ま
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
解
せ
な
い
。
む
ろ
ん
誰
に
も
研
究
テ
ー
マ
選
択
の

自
由
は
あ
り
、
自
由
な
選
択
は
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
史
の
同
じ
時
期
を
研
究
対
象
と
す
る
近
藤
論
文
が

、
、
、
、
、
、
、
、

初
期
朝
河
で
終
わ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
。
近
藤
が
こ
れ
ま
で
執
筆
し
て
き
た
何
冊
か
の
書
籍
は
朝
河
史
学

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
も
し
見
解
が
異
な
る
と
し
た
ら
、
ど
の
点
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

朝
河
と
同
じ
時
代
を
扱
う
定
年
教
授
の
分
析
に
期
待
し
た
私
と
し
て
は
肩
す
か
し
を
食
わ
さ
れ
た
気
分
で
あ
る
。
初
期
朝
河
は
そ
の
問
題
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提
起
に
際
し
て
、
慎
重
の
う
え
に
も
慎
重
な
言
葉
を
選
ぶ
の
で
、
専
門
家
に
も
わ
か
り
に
く
い
こ
と
は
黒
板
勝
美
の
誤
解
が
端
的
に
証
明

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら、

朝
河
の
思
考
も
そ
の
後
成
熟
し
、
「T
he
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 of l
r
i
kiJ

を
経
て
日
欧
比
較
史
の
分
析
は
、
一
方

で
よ
り
深
く
、
他
方
で
よ
り
簡
明
な
説
明
に
発
展
し
て
き
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
私
が
網
野
史
学
批
判
に
際
し
て
要
約
し
た
内
容
は
過

度
の
単
純
化
と
い
う
大
方
の
批
判
を
予
想
し
て
い
る
が
、

専
門
家
な
ら
ば
、
門
外
漢
の
私
よ
り
も
的
確
な
解
説
が
可
能
だ
と
信
ず
る
の
で
、

あ
え
て
苦
言
を
呈
し
て
お
く
。

(86
)
 

放
送
大
学
の
テ
キ
ス
ト

「日
本
の
古
代
中
世
」
を
め
く
る
と
、
島
津
家
文
書
の
付
録
程
度
に
し
か
入
来
文
書
を
扱
っ
て
い
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
朝
河
史
学
に
対
す
る
根
本
的
誤
解
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
近
藤
は
鎌
倉
期
の
庄
に

つ
い
て
、
領
家
方
と
地
頭
方
の

「
相
論
」

（
紛
争
）
を
解
説
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に

「下
地
中
分
」
（
次
頁
八
行
＼
参
照
）
が
行
わ
れ

た
と
薩
摩
日
置
北
郷
の
図
を
解
説
し
た
。
そ
の
あ
と
、
渋
谷
家
初
代
定
心
か
ら
一

0
代
重
豊
ま
で
の
土
地
の
相
続
を
解
説
し
、
分
割
相
続

が
物
理
的
限
界
に
達
し
て
長
子
相
続
制

（惣
領
剌
）
が
成
立
し
た
と
説
い
た。

率
直
に
評
す
る
が
、
こ
れ
で
は
鎌
倉
幕
府
成
立
の
意
味
が
説
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
論
理
が
倒
錯
し
て
い
る
。
相
模
国
渋
谷
庄
を
本

拠
地
と
し
た
渋
谷
重
国
の
孫
・
定
心
は
、
―

二
四
七
年
の
宝
治
合
戦
を
闘
い
、
恩
賞

（
恩
給
）
と
し
て
薩
摩
の
（
の
ち
に
入
来
院
と
呼
ば
れ
る
）

所
領
を
与
え
ら
れ
、
地
頭
と
し
て
赴
任
し
た
。
こ
の
経
歴
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

渋
谷

一
族
は
恩
給
と
し
て
封
土

(fief)
を
与
え
ら
れ
、

赴
任
し
た
。

こ
れ
と
は
対
照
的
な
生
い
立
ち
が
島
津
一
族
で
あ
る
。
島
津
忠
久
が
頼
朝
に
よ
っ

て
島
津
庄
地
頭
に
任
命
さ
れ
た
の
は

一
―
八
五
年
と

（お）

さ
れ
て
お
り
、
渋
谷
氏
下
向
の
六
二
年
前
に
な
る
計
算
だ
が
、
時
期
に
つ
い
て
は
疑
問
も
多
い
。
朝
河
は
忠
久
の
地
頭
就
任

―
一
九
七
年

（
三
二
歳
〉、
守
護
就
任
は
一
―

10
三
年

（三
八
歳
）
と
み
て
い
る
。

島
津
庄
は
、
由
来
摂
関
近
衛
家
を
領
家
と
す
る
庄
で
あ
り
、
京
都
の
朝

廷
雰
力
と
縁
が
深
い
。
近
衛
と
い
う
強
い
領
家
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
、

領
家
の
た
め
に
「
下
司
と
し
て
働
い

て
い
た
忠
久
」
を
頼
朝
は
地

頭
に
任
じ
た
も
の
だ
。
忠
久
が
庄
の
下
司
か
ら
頼
朝
の
地
頭
に
変
身
し
た
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
鎌
倉
殿
に
忠
誠
を
誓
う
か
は
保
証
の

限
り
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
が
南
九
州
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
初
期
の
影
響
力
の
限
界
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
か
ら
こ
そ
幕
府
側
は
信
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頼
で
き
る
御
家
人
渋
谷
氏
を
「
も
う
一
人
の
地
頭
」
と
し
て
、
島
津
庄
の
す
ぐ
近
く
に
派
遣
し、

島
津
側
を
困
惑
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
の
影
響
力
は
当
初
は
東
国
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
九
州
や
畿
内
を
含
め
て
全
国
的
政
権
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
っ

た
（
―
-
八
三
年
頼
朝
の
東
国
支
配
権
を
承
認
、
一
―
八
五
年
頼
朝
の
地
頭
支
配
権
を
承
認
）
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
地
頭
が
設
置
さ
れ
た

当
初
は
、
領
家
が
地
頭
戦
の
停
止
を
要
求
し
た
り
、
地
頭
に
よ
る
下
地
支
配
を
「
濫
妨
」
と
み
な
し
て
領
家
側
が
訴
え
る
ケ
ー
ス
も
し
ば

し
ば
見
ら
れ
た
が
、
「
泣
く
子
と
地
頭
に
は
勝
て
ぬ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
武
力
を
背
景
と
し
て
地
頭
の
地
位
が
強
化
さ
れ
て
く
る
と
、

領
家
側
は
地
頭
の
「
非
法
」
を
訴
え
る
作
戦
に
転
じ
、
幕
府
の
法
廷
も
双
方
の
主
張
を
聞
い
て
裁
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

幕
府
な
ど
が
与
え
る
恩
給
に
対
し
て
、
有
力
寺
社
な
ど
へ
の
寄
進
と
い
う
方
法
で
、
一
定
の
年
貢
を
支
払
い
、
保
護
を
求
め
る
動
き
も

活
発
化
し
、
「
下
地
」
（
土
地
そ
の
も
の
）
と
そ
の
「
上
分
」
（
稲
絹
な
ど
の
収
穫
物
）
を
め
ぐ
る
紛
争
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
た
。
そ
こ
で
成

立
し
た
の
が
「
下
地
中
分
」
と
い
う
和
解
案
だ
。
水
田
や
畑
を
分
け
て
領
家
分
・
地
頭
分
と
し
て
、
分
割
さ
れ
た
田
畑
か
ら
収
穫
さ
れ
る

稲
絹
な
ど
を
領
家
分
・
地
頭
分
の
年
貢
と
す
る
や
り
方
だ
。
そ
の
下
地
の
上
分
は
、
す
べ
て
わ
が
も
の
と
す
る
と
い
う
意
味
で
「
一
円
」

(89) 

と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
領
家
方
と
地
頭
方
の
紛
争
の
解
決
策
で
あ
る
か
ら
、
解
決
策
の
前
に
、
地
頭
の
台
頭
と
そ
の
契
機
を
作
っ
た
、
恩

給
地
11

封
士
1
1

入
来
院
下
向
の
説
明
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
庄
内
に
生
ま
れ
た
私
的
武
士
の
笞
力
が
領
家
の
影
響
力
と
拮
抗
す
る
と

こ
ろ
ま
で
成
長
し
た
結
果
、
下
地
中
分
の
よ
う
な
解
決
策
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

近
藤
は
下
地
中
分
を
説
い
た
あ
と
で
、
入
来
文
書
か
ら
、
初
代
か
ら
一

0
代
に
至
る
「
譲
状
」
を
調
べ
て
分
割
相
続
が
家
督
相
続
に
至

る
経
過
を
解
説
し
て
い
る
。
総
領
に
よ
る
家
督
相
続
に
収
敏
し
た
理
由
と
し
て
、
田
畑
が
再
分
割
で
き
な
い
ほ
ど
に
細
分
さ
れ
た
事
実
を

挙
げ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
重
要
な
条
件
だ
が
、
こ
の
ほ
か
に
、
戦
争
に
お
い
て
兄
弟
が
敵
味
方
に
わ
か
れ
て
戦
う
局
面
が
現
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
へ
の
反
省
や
、
ま
た
一
族
郎
党
を
率
い
て
武
具
を
調
達
し
大
部
隊
を
作
り
、
戦
闘
を
有
利
に
進
め
て
戦
功
を
挙
げ
、
恩
給
を
得
る
と

い
っ
た
封
建
制
特
有
の
事
情
も
大
き
な
要
素
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

、
、
、
、
、
、

要
す
る
に
近
藤
の
分
析
か
ら
は
、
入
来
文
書
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
封
土
（
野
f

〉
と
し
て
時
代
の
推
進
力
を
果
た
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
島

津
家
文
書
の
欠
落
を
補
う
入
来
文
書
の
意
味
が
あ
り
、
朝
河
が
着
目
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
点
で
あ
る
史
実
が
見
え
な
い
。
島
津
一
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